
瓦屋根耐風対策費補助金申請についてのご案内

２申請の流れ

３注意事項
・補助金申請には事前の相談が必要です。
事前相談は電話（０５８６－２８－８６４４）でも受け付けております。
・申請前に工事の契約および着手をすると、補助金を交付することができません。
・完了実績報告の提出期限が工事完了から３０日または同年度の１月３１日の早い日で
あるため、工期設定にご注意ください。

１対象の瓦屋根（診断・改修）
下記①～②のすべてに該当するもの
①市内にある瓦屋根のうち、令和３年１２月３１日までに葺いたもの
②旧基準で葺かれた瓦屋根（建物の耐震性が確認されたもの二限る）

４補助金額

【診断】
診断に要する費用に３分の２を乗じた額かつ上限２万１千円

【改修】
改修に要する費用（屋根面積に１㎡あたり２万４千円を乗じた額を限度）に１００分の
２３を乗じた額かつ上限５５万２千円



〒４９１－８５０１
一宮市本町２丁目５番６号 本庁舎７階
一宮市建築部建築指導課 ℡０５８６－２８－８６４４（直通）

６工事の完了について
申請工事の「完了実績報告書」は工事完了から３０日または同年度の１月３１日（土
日祝の場合は翌開庁日）のいずれか早い期日までに提出する必要があります。
完了実績報告書に必要な書類は以下のとおりとなります。
【診断】 【改修】
１ 完了実績報告書（決定通知書に同封） １ 完了実績報告書（決定通知書に同封）
２ 請求書又は領収書の写し ２ 請求書又は領収書の写し
３ 瓦屋根診断請負契約がわかる書類 ３ 屋根の改修工事が完了したことが
４ 瓦屋根診断結果報告書の写し わかる写真
５ その他市長が必要と認める書類 ４ 工事請負契約がわかる書類に写し

５ その他市長が必要と認める書類

５必要書類
申請書（一宮市ウェブサイトよりダウンロード可）に以下の書類を添付してください。
【診断】
１ 確認通知書、確認済証、家屋の資産証明書、建物登記事項証明書（どれか一つ）
２ 付近見取図
３ 現況写真（屋根材がわかるもの）
４ 瓦屋根診断補助事業に係る見積書の写し
５ 瓦屋根診断技士等の資格を奏する書面
６ 委任状（代理者が申請を行う場合）
７ その他市長が必要と認める書類
【改修】
診断時に提出したものと変更がない場合は添付を省略できます
１ 確認通知書、確認済証、家屋の資産証明書、建物登記事項証明書（どれか一つ）
２ 付近見取図
３ 現況写真（屋根材がわかるもの）
４ 瓦屋根改修費補助事業に係る見積書の写し
５ 瓦屋根診断技士等の資格を証する書面の写し（瓦屋根とする場合に限る）
６ 瓦屋根診断の結果報告書の写し
７ 屋根面積が確認できる図面及び面積表
８ 委任状（代理者が申請を行う場合）
９ 屋根改修の方法を示す図書
10 その他市長が必要と認める書類

８相談・申請窓口

一宮市 瓦屋根 補助金 検索

補助金制度の詳細や様式のダウンロードは一宮市ウェブサイトへ


